
   航空宇宙関連産業基盤強化事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、県内企業が近年急速に拡大する航空宇宙市場へ対応することを目的とし、航

空宇宙関連産業分野において、事業者等が実施する航空宇宙の試作品開発や要素技術開

発、実用化、設備導入など企業技術の高度化・取引拡大を図る事業を支援するため、福島

県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年１０月２７日福島県規則第１０７号。以下

「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で航空宇宙関連産

業基盤強化事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 

 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、別表第一に掲げる事業（以下「補助対象事業」という。）を実施する際

に要する別表第二に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）について、補助対象事

業を実施する事業者等（以下「補助事業者」という。）へ交付するものとし、その額は、

別表第三に掲げるところにより予算の範囲内で知事が定める額とする。 

２ 本要綱により補助金の交付を受けようとする事業経費は、他の補助金の交付を受けて

いないものに限る。 

 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする事業者等（以下「申請者」という。）は、補助金交

付申請書（様式第１号）に知事が定める書類を添えて知事に提出しなければならない。そ

の提出期限は、知事が別に定める日とする。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額 （補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当

額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額

として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をい

う。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならな

い。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、こ

の限りではない。 

 

（交付決定の通知） 

第４条 知事は、前条第１項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内

容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには、交付決定を行い、申請者に通知

するものとする。 

２ 知事は、前条第１項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交



付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

３ 知事は、前条第２項のただし書の場合は、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、 

補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うも

のとする。 

４ 知事は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（補助事業の経理等） 

第５条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の

経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならな

い。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を

含む）の日の属する年度の終了後５年間、県の要求があったときは、いつでも閲覧に供せ

るよう保存しておかなければならない。 

 

（計画変更の承認等） 

第６条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、あらかじめ変更承認申請

書（様式第２号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（1）補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額

の２０%以内の流用増減を除く。 

（2）補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

 (ア) 補助対象経費の２０％以内の減額又は補助金交付申請額の変更を伴わない増額を

行う場合 

（イ）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

（ウ）補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合 

（3）補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又

は条件を付することができる。 

 

（事故の報告） 

第７条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま 

れる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書

（様式第３号）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容



又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとす

るときは、当該通知を受けた日から１０日以内に知事に書面をもって申し出なければな

らない。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第９条 補助事業者は、第４条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部

又は一部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、

信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に

規定する特定目的会社（以下「特定目的会社」という。）又は中小企業信用保険法施行令

（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する金融機関に対して債権を譲渡する

場合にあっては、この限りではない。 

２ 知事が第１２条第１項に基づく補助金の額の確定を行った後、補助事業者が前項ただ

し書に基づいて、債権の譲渡を行い、補助事業者が知事に対し、民法（明治２９年法律第

８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する

法律（平成１０年法律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規

定する通知又は承諾の依頼を行う場合は、知事は次の各号に掲げる事項を主張する権利

を保留し、又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を

譲り受けた者が知事に対し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法

第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合について

も同様とする。 

（1）知事は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、

又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

（2）債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を第 1項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は

これへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。 

（3）知事は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の

額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議

を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ

場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定

されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、

知事が行う弁済の効力は、福島県財務規則に基づき知事が会計管理者に対して支出の決

定の通知を行ったときに生ずるものとする。 

 

（状況報告） 

第１０条 規則第１１ 条の規定による状況報告は、知事が求めるとき、状況報告書（様式

第４号）により提出しなければならない。 



 

（実績報告） 

第１１条 規則第１３条の規定による実績報告は、実績報告書（様式第５号）により補助対

象事業完了の日（事業廃止について知事の承認を受けた場合においては、承認を受けた日）

から起算して１０ 日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の２

月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 補助事業者は前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、 

知事は期限について猶予することができる。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 知事は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決

定の内容（第６条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条

件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を 

超える補助金額が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内の納 

付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０． 

９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 補助金は前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払う

ものとする。ただし、必要と認められる経費については、概算払いをすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときには、精算（概算）

払請求書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の確定

に伴う報告書（様式第７号）により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の 

返還を命ずる。 

３ 第２項に基づく返還の規定については、第１２条第３項の規定を準用する。 

 



（交付決定の取消し） 

第１５条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条第１項の交

付の決定の全部又は一部を取消し又は変更することができる。 

  （1）補助事業者が、法令、条例若しくは本要綱の規定又は法令、条例若しくは本要綱

に基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

  （2）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

  （3）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

  （4）交付の決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

（5）補助事業者から、第６条第１項第３号に基づく申請があったとき。 

（6）補助対象事業に従事した者が、研究活動の不正行為への対応に関する指針（平成

１９年１２月２６日経済産業省）により研究活動の不正行為があったと認定され

た場合 

（7）補助対象事業に従事した者が、公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針（平

成２０年１２月３日経済産業省）により公的研究費の不正使用及び不正受給があ

ったと認定された場合 

（8）補助事業者が次のいずれかに該当するとき 

ア 役員等（補助事業者の役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号に

おいて「暴力団員」という。）であると認められるとき。なお、暴力団員には暴力

団での構成員でなくなった日から５年を経過していない者も含む。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

カ 委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 補助事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託契約その他の契約

の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く）に、知事が補助事業者に対し



て当該契約の解除を求め、補助事業者がこれに従わなかったとき。 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において既に当該取消しに係る部分に対する補助金

が交付されている場合、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令

に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセントの

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第１２条３項の規定を準用する。 

 

（財産の管理等） 

第１６条 補助事業者は補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合におけ

る対応経費を含む）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、

補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 別表第一に掲げるＡ枠において申請した補助事業者（以下「補助事業者（Ａ枠）」とい

う。）は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第８号）を記帳整理し、これ

を保管しなければならない。 

３ 補助事業者（Ａ枠）は、当該年度に取得財産等があるときは、第１１条第１項に定める

実績報告書に取得財産等管理明細表（様式第９号）を添付しなければならない。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込 

まれるときは、その収入の全部若しくは一部を県に納付させることがある。 

 

（財産の処分の制限） 

第１７条 取得財産等のうち、規則第１８ 条第１項第２号及び第３号に規定する別に定め

るものは、取得価格または効用の増加価格が５０万円以上の機械、器具、その他の備品と

する。 

２ 規則第１８ 条第１項ただし書に規定する別に定める期間は、補助事業等により取得し、

又は効用の増加した財産の処分制限期間（昭和５３年８月５日通商産業省告示第３６０

号）の別表の一の項に定める処分制限期間とする。 

３ 補助事業者は、規則第１８ 条第１項の規定により財産の処分の承認を受けようとする

ときは、あらかじめ財産処分承認申請書（様式第１０号）を知事に提出しなければならな

い。 

４ 前条第４項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

（実施結果の実用化及び報告） 

第１８条 補助事業者（Ａ枠）は、補助事業の成果の実用化に努力しなければならない。 

２ 補助事業者（Ａ枠）は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会



計年度終了後３０日以内に当該補助事業に係る過去１年間（補助事業の完了した日の属

する会計年度の翌会計年度については、補助事業実施年度を含む）の実用化状況について、

実用化状況報告書（様式第１１号）を知事に提出しなければならない。 

３ 補助事業者（Ａ枠）は、前項の報告をした場合において、その証拠となる書類を当該報

告に係る会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（産業財産権等に関する届出） 

第１９条 補助事業者（Ａ枠）は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等

を補助事業年度又は補助事業年度の終了後５年以内に出願若しくは取得した場合、又は

それらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合及び補助対象事業において特許権の取

得に係る補助金交付を受けた場合には、産業財産権等報告書（様式第１２号）を知事に提

出しなければならない。また、前条第２項の実用化状況報告書にその旨を記載しなければ

ならない。 

 

（収益納付） 

第２０条 知事は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後、補助対象事業を

実施した補助事業者（Ａ枠）が当該補助対象事業の実施結果の実用化、産業財産権等の譲

渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与により収益が生じ

たと認めたときは補助事業者（Ａ枠）に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する

金額を県に納付させることができる。 

２ 前項に基づく納付は、補助事業の完了年度の翌年度以降５年間とする。 

 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

 

 



別表第一（補助対象事業） 

【Ａ枠：研究開発補助】 

企業区分 補助対象事業 

県内企業 

（※１） 

大企業（※２） 

みなし大企業（※３） 

航空宇宙関連産業における、「航空機（部素材も対

象とする）」「ロケット・人工衛星（部素材も対象

とする）」「宇宙サービス」「その他」の技術開発や

実証実験等を行う事業（その他の場合は具体的な

分野等について記載すること）。 

なお、事業の実施場所は県内とする。 

中小企業（※４） 

 

【Ｂ枠：設備導入補助】 

企業区分 補助対象事業 

県内企業 

（※１） 

航空宇宙関連産業における受注獲得・取引拡大に資する

機械設備導入とする。 

 ※１ 福島県内に本社、試験・評価センター／研究開発拠点、研究成果を用いた生産拠 

点が所在する企業 

※２ みなし大企業及び中小企業に該当しない企業 

※３ 次のいずれかに該当する中小企業 

（1）発行済み株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有 

していること 

（2）発行済み株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を複数の大企業が所有 

していること 

（3）大企業の役員又は職員を兼ねている者が，役員総数の２分の１以上を占めてい 

ること 

※４ 中小企業の定義は下表のとおりとする。 

業種 定義（従業員規模・資本金規模） 

製造業、その他業種 300人以下 又は 3億円以下 

卸売業 100人以下 又は 1億円以下 

小売業 50人以下 又は 5,000万円以下 

サービス業 100人以下 又は 5,000万円以下 

 

  



別表第二（補助対象経費） 

【Ａ枠：研究開発補助】 

経費区分 内容 

旅費 

補助事業を行うために直接必要な、補助事業者職員の旅費及び外部の

専門知識の提供等を受ける講師等の旅費実費 

なお、旅費の支出に関しては、企業の規定によること。また、出張等

の承認、出張依頼の書面及び出張報告書を作成すること 

消耗品費 補助事業を実施するために直接必要な原材料費及び消耗品費 

機械設備費 

補助事業を実施するために直接必要な機械装置（ソフトウェアを含

む）の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 

補助事業を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要

な工具器具備品（木型、金型を含み、耐用年数 1年以内のものを除

く。）の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する費用 

外注費 加工等試作（ソフトウェアを含む）の外注に要する経費 

人件費 補助事業に必要な研究員の人件費 

開発費 

1)実証試験費 

・実証試験実施施設、会場等の借上げに必要な経費 

・実証試験実施に関する安全確保のために必要な経費 

2)各種評価試験に伴う手数料等 

3)指導費 

   補助事業のために直接必要で、外部の専門知識の提供等を得た

ものに対する謝礼 

4）知的財産取得に関する経費（拒絶査定に対する審判請求又は訴訟

を行う場合に要する場合を除く） 

5）航空宇宙関連機器等の運搬費 

6）その他必要と認める研究開発経費 

その他 その他知事が認めるもの 

 

【Ｂ枠：設備導入補助】 

経費区分 内容 

設備導入費 

取引拡大等に必要な機械装置（ソフトウェアを含む。）の購入等に必要な

経費及び工具器具備品（耐用年数１年以内のものを除く）の購入等に要す

る経費 

 

 



別表第三（補助額の算定方法） 

 

 補助額は、次の枠の区分に応じて補助対象経費に補助率を乗じて算出した額の範囲内で

知事が定めるものとする。ただし、算出した額が補助上限額を超過する場合は、補助上限額

の範囲内で定めるものとする。 

 

【Ａ枠：研究開発補助】 

 企業区分 補助率 補助上限額 

大企業 

みなし大企業 
２／３ 666.6万円 

中小企業 ３／４ 750万円 

 

【Ｂ枠：設備導入補助】 

 企業区分 補助率 補助上限額 

県内企業 

１／２ 

（ただし、イノベーション・コース

ト構想に貢献するものは２／３以内） 

1,000万円 

※１ 交付決定前に既に支出済みの経費は対象外となります。  

※２ イノベーション・コースト構想に貢献するものとは、「福島県浜通り地域」

（いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、

川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村）に企業活動の拠

点（営業所、開発拠点、製造拠点等）を有する事業者、あるいはこれらの事業

者と連携する事業者が実施する事業とします。 

※３ 県内企業が同一年度内にＡ枠・Ｂ枠のいずれも申請する場合は、補助上限額

を「1,500万円」とする。 

 

 

 

 

 

 

 


